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１．はじめに 
 

総合科学技術会議は、内閣府設置法の規定に基づき国家的に重要な

研究開発について評価を行うこととされており、その実施に関しては、「総

合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価について」

（平成 17 年 10 月 18 日総合科学技術会議決定）（以下、「評価に関する

本会議決定」という。）を定めている。 この「評価に関する本会議決定」に

おいて、事前評価を実施した研究開発が終了した翌年度に事後評価を

実施することとしている。また、評価に当たっては、「評価に関する本会議

決定」に従い、あらかじめ評価専門調査会が、専門家・有識者の参加を得

て、府省における評価の結果も参考に調査・検討を行い、総合科学技術

会議はその報告を受けて結果のとりまとめを行うこととしている。 
 

「イネゲノム機能解析研究」は、農林水産省が平成 15 年度から新たに

実施することとした研究開発で、総合科学技術会議は平成 14 年 12 月に

その事前評価を実施した。その評価の結論は、事業計画等に関する指摘

事項等を踏まえて、研究開発を推進することが適当である、とした。当該

研究開発は平成 15 年度から実施して平成 19 年度に終了したことから、

今般総合科学技術会議においてその事後評価を実施した。総合科学技

術会議では、評価専門調査会において当該研究開発に関係する分野の

専門家・有識者を交えて実施した調査・検討結果を踏まえて評価を行い、

その結果をここにとりまとめた。 
 

総合科学技術会議は、本評価結果を公表するとともに、農林水産大臣

に通知し、当該研究開発成果の関連施策への活用や、次の段階の研究

開発への展開等の促進を求めることとする。 
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２．評価の実施方法 
 
 
２．１．評価対象 
 
○名称：『イネゲノム機能解析研究』 
 
○実施府省：農林水産省 
 
○実施期間：平成 15 年度から平成 19 年度までの 5 年間。 
 
○予算額：国費総額は、当初計画約 450 億円、実績約 142 億円。 

ただし、個別課題ごとにみると、平成 10 年から開始された課題

もあり、個別課題（12 課題）ごとの開始から終了までの国費の投

入額を総計すると約 294 億円となる。今回の評価に当たっては、

平成 14 年度以前から実施していた個別課題について実施期間

ごとに成果を区分することはできないことから、それらの実施期

間全体を通じて得られた成果を評価の対象とした。 
 
○事業計画内容：本研究開発は、イネの新品種開発、小麦等の主要穀

物等への応用、機能性成分を含む新植物創出を目指し、作

物ゲノム研究のモデル植物であるイネのゲノムの全塩基配列

を解読し、遺伝子破壊系統など種々の研究基盤を設備し、イ

ネの重要形質に関わる多数の有用遺伝子の機能等を解析し

ようとするものである。 
 
○受託研究機関：独立行政法人農業生物資源研究所 ほか 

 
 

２．２．総合科学技術会議による事前評価等の実施 
 
総合科学技術会議は平成 14 年 12 月に事前評価を行い、本研究開発

は、社会経済的・科学技術的、国際的な意義や期待も大きいと考えられる

ことから、３つの指摘事項〔①農林水産政策上の位置付けの明確化、②

2



実施課題等の重点化、③戦略的な研究開発を推進するための実施体制

の整備〕と、３つの留意事項〔(ｱ)遺伝子組換え作物などの国民の理解を

得る取組の強化、(ｲ)機能性物質生産及びエネルギー原料作物に係る研

究への取組の留意点、(ｳ)第三者による評価の充実などを踏まえた機動

的かつ柔軟な対応〕を付して、研究開発を推進することが適当であるとし

た。 
また、研究開発の開始 2 年目（平成 16 年）に評価専門調査会が事前

評価のフォローアップを実施し、概ね指摘事項及び留意事項に沿った対

応がなされていると判断するが、広く国民の利益となる具体的な成果が得

られるよう、成果を活用する道筋の明確化、国際競争下で勝ち抜く研究実

施体制の強化を前提に研究の更なる推進を求めた。 
 
 
２．３．評価目的 
 

総合科学技術会議は、事前評価の結果やそのフォローアップの結果

等を踏まえた実施状況等を検証し、その結果を公表することにより総合科

学技術会議としての説明責任を果たすとともに、担当府省等による当該

研究開発成果の施策への活用や、次の段階の研究開発への展開等を促

進することを目的として評価を実施する。 
 
 
２．４．評価方法 
 

「総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価につ

いて」（平成 17 年 10 月 18 日 総合科学技術会議決定）に基づき、評価

専門調査会が府省における評価結果も参考として調査検討を行い、その

結果を受けて総合科学技術会議が評価を行った。 
 
評価専門調査会における調査検討は、「総合科学技術会議が事前評

価を実施した研究開発に対する事後評価の調査検討等の進め方につい

て」（平成 21 年 1 月 19 日 評価専門調査会決定）に基づき、評価専門調

査会の会長が指名する有識者議員及び専門委員、同会長が選考した専

門家から構成する評価検討会を設置し、農林水産省からの研究開発成
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果、その効果、マネジメントの実施状況等についてのヒアリングなどを行い、

調査検討を実施した（「総合科学技術会議が事前評価を実施した国家的

に重要な研究開発「イネゲノム機能解析研究」（農林水産省）の事後評価

について」（平成 21 年 1 月 19 日 評価専門調査会））。 
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３．評価結果 
 
３．１．研究開発成果と目標の達成状況 
 

本研究開発は、それまでのイネゲノム塩基配列の概要解読や部分長ｃ

ＤＮＡライブラリーの整備などの研究開発成果を受けて、「ポストイネゲノ

ム」研究への展開を図ることとしたものである。 
具体的には、①イネゲノム研究の基盤整備、②遺伝子の機能解明手法

の高度化、③ターゲットを絞った有用遺伝子探索、④育種システムの高

度化、に関する１２の個別課題を設定して取り組んだ。 
この個別課題については、9 の個別課題は当初計画から設定されてい

たが、得られた成果を活用して 3 つの個別課題を途中から追加して実施

し、都合１２課題となった。なお、当初計画された 9 の個別課題のうち、3
つの個別課題については、総合科学技術会議の事前評価による課題の

重点化などの指摘や研究の進捗状況等を踏まえ、計画を変更し、途中で

中止又は終了した。 
なお、本研究開発の目的と目標については、総合科学技術会議が事

前評価を実施した時点から個別課題の重点化や事業規模の見直しなど

により、開始段階で一部を変更して実施している。 
 
3.1.1.個別課題の研究開発成果に係る目標の達成状況 
 

農林水産省は、それぞれの個別課題について、その終了時点で、

外部専門家などから構成する農林水産技術会議評価専門委員会に

おいて、研究開発成果の確認と目標の達成状況等に関する事後評価

を実施した。 
この事後評価の結果等によると、個別課題については、次のような

成果が得られている。 
① 研究基盤の整備に関する課題においては、イネゲノムの全塩基配

列の解読を目標より早い時期に完了したこと、遺伝解析材料などの

整備とその提供体制の整備などの成果 
② 機能解明手法の高度化に関する課題においては、遺伝子地図利

用技術の開発やミュータントパネルの整備、タンパク質立体構造と遺

伝子機能の相互関係の解明や遺伝子機能の予測手法の開発など
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の成果 
③ ターゲットを絞った有用遺伝子探索に関する課題においては、穂

が出る時期の調整に関わる遺伝子や病害虫の抵抗性に関わる遺伝

子などイネの重要な形質に関連する多くの遺伝子の単離と機能解明、

イネの複雑形質に関与する遺伝子の単離と機能解明などの成果 
④ 育種システムの高度化に関する課題においては、ＤＮＡマーカー

や遺伝子組換え技術を用いた従来に比べて育種期間を大幅に短縮

した効率的な育種技術の開発など、従来育種法では開発が不可能

とされていたイネを作出する革新的な育種システム構築などの成果 
このうち、ターゲットを絞った有用遺伝子探索に関する課題におい

て得られた成果は、国際的な科学雑誌に多くが掲載されるなど世界的

に高い水準の評価を得ている。また、革新的な育種システムによって、

病害抵抗性を有するイネや血圧調整機能を有する成分を蓄積するイ

ネを作出するなど、具体的な成果も得られている。 
そして、これらの個別課題の成果は開始時点の目標を達成し、一部

はこれを上回る成果を得ているとしている。 
 
個別課題の成果については、農林水産省が外部専門家などによる

評価体制を整備するなどして適切に評価を実施したものと認め、これ

を踏まえ、個別課題の研究開発成果は十分に開始当初の目標を達成

しているものと判断する。 
 

3.1.2.研究開発成果総体の効果に関する検証・評価の実施 
 

農林水産省は、本研究開発の成果を、消費者ニーズへの対応、需

要拡大、国際戦略に基づく貢献、生産性の向上や、植物科学への貢

献という農林水産政策上の課題解決に活用することを目指し、また、

植物生命科学研究の基盤を作ること、イネの各種形質の改良、植物工

場などの産業利用につなげることを目的として本研究開発を計画し

た。 
そして、本研究開発の農林水産政策上の位置付けとして、画期的な

品種開発等に活用し得る知的財産権の強化に主眼を置き、得られた

特許等については、農産物需要の拡大・生産性の向上等の国内農業

振興、食料輸出国に対する競争力向上・開発途上国への技術支援等
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の国際戦略に基づく貢献等の政策手段として活用していくとしていた。 
 
農林水産省は、これらの政策実施を担う府省であることから、本研究

開発の研究開発結果に加え、これに係る特許の取得状況等を把握・

分析し、それらについて当初目指した政策上の課題解決への活用見

込みやその効果・貢献度など、本研究開発成果の総体としての効果に

関しても、外部有識者などを活用して検証・評価を行うべきであった。 
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３．２．研究開発成果の活用状況 
 

本研究開発においては、イネゲノムの全塩基配列の解読などの成果に

より、そのデータベースを整備・公開し、また、遺伝解析のための植物ゲノ

ム研究用リソースを整備・配布しており、世界の多くの研究者がこれらを利

用するなど、植物生命科学発展に結びつけるよう体制が整備されたことか

ら、科学技術的な波及効果は今後大きく期待される。 
また、ＤＮＡマーカーを活用した効率的な育種手法や、有用遺伝子の

単離、実用品種作出のための遺伝子組換え手法の開発などの成果により、

今後の国内外の食料の安定供給やエネルギー資源供給などの課題解決

に貢献する品種開発が見込まれることから、社会経済的・国際的にも今後

の波及効果が期待される。 
 

農林水産省は、このような本研究開発の成果を活用した次の段階の具

体的な施策として、食料・農業・農村政策の基本計画や農林水産研究の

基本計画に沿って、食料問題、環境問題及びエネルギー問題の解決に

貢献する画期的な作物の開発を目指した研究開発や、加工品等に利用

された農産物の品種識別技術の研究開発などに取り組んでいる。 
本研究開発においては、我が国の食料・農業において最も重要な作物

であるイネを対象として実施し、多くの研究開発成果が得られている。そし

て、本研究開発は基礎的な研究開発であるが、今後この多くの成果を活

用することによって、国内の農産物需要の拡大や農業生産性の向上、開

発途上国への農業生産技術支援、植物科学の発展などの政策に貢献す

る多くの具体的・画期的な成果に結びつく可能性を有している。 
このため、農林水産省は、本研究開発の実施主体としてその成果を次

の段階の研究開発の実施等に活用するとともに、政策実施を担う府省とし

て本研究開発の成果を多くの政策課題解決に活用していくべきである。こ

の場合に、成果の活用のための手段や手法、その実施工程などの全体

の道筋を明らかにしつつ、その具体的な施策を実施・推進していくことが

必要である。 
 

特に、農林水産省は、本研究開発においては画期的な品種開発等に

活用し得る知的財産権の強化に主眼を置き、得られた特許等については

政策手段として活用するものとしていた。今後さらに特許出願等が増加し、
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その多様な政策等への活用が見込まれることから、農林水産省は本研究

開発の成果に係る特許等の取得やその政策上の活用に関する方針を明

確にすべきである。 
また、本研究開発の成果は食料の輸出入などの国際戦略への貢献が

期待されることから、農林水産省は、その戦略的な活用を図るためにイネ

に関する海外との競争力の状況等を継続的かつ組織的に把握すべきで

ある。 
 
本研究開発においては遺伝子組換え技術による実用品種の作出など

に関しても多くの成果が得られている。このような研究開発成果が国内農

業の生産性向上等に貢献していくためには、総合科学技術会議の事前

評価においてその重要性を指摘したように、遺伝子組換え作物の研究開

発やその応用に関する国民の理解が欠かせない。 
農林水産省は、遺伝子組換え作物などの国民理解に関する取組につ

いて、本研究開発の成果等を踏まえ、平成 20 年 1 月に外部有識者から

なる検討会によってとりまとめられた遺伝子組換え作物に関する研究開発

の推進方針等に沿って、研究開発と併せて国民理解のための双方向コミ

ュニケーションを多様な規模で開始するなど、その強化に取り組んでいる。

国民の安心を得るために必要な研究開発等への取組も含め、関係府省と

も協力しつつ、これらの一層の推進に引き続き取り組んでいくべきである。 
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３．３．研究開発マネジメントの実施状況 
 

本研究開発の実施体制については、その中核機関となった独立行政

法人農業生物資源研究所の理事長を全体の総括責任者とし、また、個別

課題ごとには、当該分野の経験と実績を有する研究者を総括研究リーダ

ーとして、独立行政法人農業生物資源研究所を中心に、大学、企業、都

道府県の研究機関などの参加を得て体制が整備された。 
また、個別課題ごとに、研究中核機関である独立行政法人農業生物資

源研究所に設置された評価委員会が毎年度評価を行い、農林水産省は

農林水産技術会議評価専門委員会において事前評価、中間評価及び

事後評価を実施した。 
 

個別課題の運営管理は、課題ごとの総括研究リーダーは経験と実績を

有する研究者が選考され、開始から終了までの間を概ね一人のリーダー

が継続して担っており、課題設定や進捗管理等が適切に実施された。こ

のことが個別課題について目標を十分に達成した要因の一つであると考

えられる。 
 
本研究開発のように関連する多くの個別課題から構成される研究開発

は、単に個別課題の集合として運営管理等を行うのではなく、研究開発

全体の成果によって達成されるべき政策目的に当然リンケージする必要

がある。このことにかんがみれば、上位政策を視野に入れて重要な国家

的利益に結実させるトップマネジメントによる包括的かつ総合的なリーダ

ーシップを継続的に発揮して研究開発全体の運営管理を行うべきであり、

その全体の運営管理や成果に関する外部専門家等による事後評価も実

施することが必要である。 
本研究開発の全体の運営管理は、全体の統括責任者と農林水産省が

協議して方針決定などを行う体制で実施されたが、予算額にかんがみた

個別課題目標の再設定や、個別課題の中止・追加などの変更が行われ

る中で、全体の総括責任者が 5 年の間に 2 回交代しているなどの状況が

みられた。 
農林水産省は、今後このような多くの相互に関連する個別課題から構

成される研究開発の実施に際しては、全体として政策目的に関連させた

目標の設定、及びそれに相応したマネジメント体制を整備し、研究開発全
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体の目標の達成状況や全体の運営管理の妥当性などについての評価を

行う体制を整備すべきである。 
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３．４．まとめと今後の課題 
 
(1)本研究開発については、個別課題ごとには計画期間内に開始時点の

目標を十分に達成した成果を得ているものと認められる。 
 
(2)イネは我が国の食料確保や農業生産にとって最も重要な作物であるこ

とから、この研究開発成果は、国内外の食料の安定供給や農業の生産

性向上といった農林水産省が取り組むべき幅広い政策課題の解決に貢

献していくことが期待できる。 
 
(3)農林水産省は、今後、より多くの政策課題解決のためにこの成果を活

用していくべきである。その際、その成果により得られた特許等を政策手

段として活用していくための具体的な方針の策定や、イネに関する海外

情勢の継続的かつ組織的な把握などが重要であることから、これらにつ

いて早急に取り組むべきである。 
 
(4)農林水産省は、今後実施する研究開発の検証・評価に関して、研究

開発結果の評価・検証に加え、研究開発成果の総体についての政策上

の課題解決への活用見込みなどの検証・評価を、外部有識者などを活

用して適切に実施すべきである。 
 
(5)本研究開発のように相互に関連する多くの個別課題から構成される政

策対応型の大規模な研究開発においては、実施府省は、個々の課題

の研究開発結果に係る成果目標と、研究開発成果全体によって達成さ

れるべき政策目的に係る目標とを設定し、それぞれについて適切な評

価体制などを整備することが重要である。また、その政策目的への活用

のための具体的な方策や工程をあらかじめ明確にし、その上位政策を

視野に入れた研究開発全体の運営管理や次の施策への活用を戦略的

に行うことが重要である。 
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